
今
年
度
か
ら

新
規
対
象
と
な
る
方

1
月
1
日
か
ら
引
き
続
き
伊
奈

町
に
住
所
が
あ
り
、
4
月
1
日
時

点
で
65
歳
に
な
ら
れ
た
方
で
、
公

的
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る
方
は
、
10
月
か

ら
町
民
税
・
県
民
税
の
公
的
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま

す
。（
納
税
通
知
書
の
「
年
金
分

特
別
徴
収
税
額
」
欄
に
金
額
が
載

っ
て
い
る
方
）

昨
年
度
か
ら

対
象
と
な
ら
れ
た
方

前
年
度
か
ら
、
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
、
年

度
の
途
中
で
特
別
徴
収
が
停
止
に

な
ら
ず
、
仮
徴
収
が
行
わ
れ
た
方

は
、
引
き
続
き
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
。

仮
徴
収
税
額
は
、
本
年
度
の
町

民
税
・
県
民
税
額
が
確
定
す
る
前

に
、
前
年
度
の
最
後
（
本
年
2
月

分
）の
税
額
と
同
額
を
、
同
年
4
・

6
・
8
月
分
か
ら
仮
に
徴
収
す
る

も
の
で
す
。
本
年
度
の
税
額
決
定

後
、
仮
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
い

た
額
の
残
り
を
、
同
年
10
・
12
・

翌
年
2
月
で
特
別
徴
収
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

対
象
者

4
月
1
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
受
給
者
で
、
伊
奈
町
に
介

護
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
の
う

ち
、
前
年
中
の
年
金
所
得
に
か
か

る
町
民
税
･
県
民
税
の
納
税
義
務

の
あ
る
方
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
方

②
特
別
徴
収
さ
れ
る
公
的
年
金
の

年
間
給
付
額
が
18
万
円
未
満
の

方
③
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
、

老
齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え

る
方

④
1
月
1
日
以
降
に
町
外
へ
転
出

し
た
方

対
象
と
な
る
年
金

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
共
済

年
金
、
企
業
年
金
、
退
職
年
金
な

ど
を
含
む
全
て
の
公
的
年
金
の
所

得
に
係
る
住
民
税
が
、
老
齢
ま
た

は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は
老

齢
年
金
、
退
職
年
金
等
）
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

（
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、
特

別
徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

対
象
と
な
ら
な
い
も
の

公
的
年
金
以
外
の
所
得
に
対
す

る
町
民
税
・
県
民
税
は
、
今
ま
で

ど
お
り
の
方
法
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
す
で
に
、
納
税
通
知
書
に
よ
り

特
別
徴
収
額
を
お
知
ら
せ
し
て
い

る
方
で
も
、
7
月
以
降
に
他
市
町

村
へ
の
転
出
・
税
額
の
変
更
・
年

金
の
支
給
停
止
・
介
護
保
険
料
の

特
別
徴
収
が
中
止
さ
れ
た
場
合
な

ど
は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が

中
止
に
な
り
、
普
通
徴
収
（
自
主

納
付
）
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

3

税
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係
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２
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平
成
21
年
度
よ
り
、
公
的

年
金
に
か
か
る
町
民
税
・
県

民
税
を
、
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収
す
る
制
度
が
導
入
さ

れ
て
い
ま
す
。

町
で
は
、「
都
市
再
生
整
備
計

画
」
を
策
定
し
、
平
成
20
年
度
か

ら
24
年
度
に
か
け
中
部
地
区
に
お

い
て
国
の
交
付
金
を
活
用
し
た
整

備
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

「
都
市
再
生
整
備
計
画
」
の
事

業
最
終
年
度
に
事
後
評
価
を
実
施

し
、
ま
ち
づ
く
り
の
成
果
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
た

び
事
後
評
価
（
原
案
）
を
作
成
い

た
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
本
原
案
に
対

す
る
ご
意
見
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

主
な
事
業
内
容

調
整
池
、
雨
水

浸
透
施
設
、
緑
道
、
道
路
、
排
水

路
の
整
備
、
公
共
施
設
等
案
内
看

板
の
設
置
、
役
場
（
北
庁
舎
）
・

総
合
セ
ン
タ
ー
の
耐
震
診
断
の
実

施募
集
期
間

10
月
9
日
�
か
ら
11

月
7
日
�
ま
で

意
見
の
提
出
者
の
範
囲

町
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方
お
よ
び
町

内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

公
表
方
法

役
場
都
市
整
備
課
で

の
閲
覧

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

提
出
方
法

案
件
名
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
意
見
を

添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
便
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。（
11
月
7
日
必
着
）

※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
町
都

市
再
生
整
備
計
画
評
価
委
員
会
の

審
議
を
経
て
、
適
宜
評
価
に
反
映

さ
せ
て
事
後
評
価
を
取
り
ま
と
め

ま
す
。（
原
則
と
し
て
、
個
別
回

答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。）

提
出
先

①
郵
便

〒
3
6
2
―
8
5
1
7

伊
奈
町
大
字
小
室
9
4
9
3
番

地
　
伊
奈
町
役
場
都
市
整
備
課

②
Ｆ
Ａ
Ｘ

7
2
1
―
2
1
3
8

③
メ
ー
ル

tosiseibi@
tow
n.

saitam
a-ina.lg.jp

④
直
接
持
参

役
場
1
階
都
市
整

備
課

※
役
場
都
市
整
備
課
で
の
閲
覧
、

意
見
提
出
は
、
役
場
開
庁
日
と
な

り
ま
す
。

03

都
市
整
備
課
区
画
整
理
工
務

係
19
２
４
４
２

都
市
再
生
整
備
計
画

事
後
評
価
原
案
に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す

都
市
再
生
整
備
計
画

事
後
評
価
原
案
に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、

「
町
民
税
・
県
民
税
」を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、

「
町
民
税
・
県
民
税
」を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ
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■保留地公売一覧�

伊奈町中部特定土地区画整理事業地内�伊奈町中部特定土地区画整理事業地内�

宅地�公売�保
留
地�宅地�公売�保
留
地�

保留地とは、土地
区画整理事業によ
り新たに生み出さ
れた土地です�

伊奈町中部特定土地区画整理事業�
宅地（保留地）公売位置図�

●●●�
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●●●�

●●●�

●●●�

●●●�

●●●�

伊
奈
中
央
駅
�

公園予定地�

駅前広場�

日本�
料理店�

そば屋�

スーパー�

銀行�

至蓮田�伊奈中学校�

上
越
新
幹
線

上
越
新
幹
線�

ニュー
シ
ャ
ト
ル�

至大宮�町水道課�

町ふれあい�
福祉センター�

特別養護�
　老人ホーム�

至上尾�

至鴻巣�

至熊谷�

コンビニ�

ガソリン�
スタンド�

電気店�

県道
蓮田
鴻巣
線

県道
蓮田
鴻巣
線�

公園�

公園�

公園�

公園�

公園�

県
道
蓮
田
鴻
巣
線

県
道
蓮
田
鴻
巣
線
�

一
方
通
行

一
方
通
行�

JA

町総合�
センター�

焼肉屋�

一
方
通
行

一
方
通
行�

公園予定地�

駅前広場�

日本�
料理店�

ファッション�
センター�
ファッション�
センター�

そば屋�
町商工会館�町商工会館�

スーパー�

銀行�

至蓮田�伊奈中学校�

上
越
新
幹
線�

ニュー
シ
ャ
ト
ル�

上
越
新
幹
線

上
越
新
幹
線�

上
越
新
幹
線�

至大宮�町水道課�

町ふれあい�
福祉センター�

特別養護�
　老人ホーム�

至上尾�

至鴻巣�

至熊谷�

ドラッグ�
ストア�
ドラッグ�
ストア�

コンビニ�

ガソリン�
スタンド�

電気店�

県道
蓮田
鴻巣
線�

公園�

公園�

公園�

公園�

公園�

県
道
蓮
田
鴻
巣
線
�

一
方
通
行�

JA

町総合�
センター�

焼肉屋�

一
方
通
行�

伊奈町役場�

N

①から⑩は保留地番号です。�

⑦�

③�
④�

⑧�

⑤�
⑥�

⑩�

①�

②�

⑨�

⑦・⑧�

⑤・⑥�
調整池�調整池�

調整池�調整池�

調整池�調整池�

調整池�調整池�

済�

済�

済�

済�

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

⑦�

⑧�

⑨�

⑩�

7B�

27�

27�

27�

50C�

50C�

72B�

72B�

87�

93

1�

11�

12�

13�

2�

3�

1�

5�

18�

54

262.80�

180.08�

155.02�

260.00�

254.37�

254.35�

251.01�

232.72�

512.33�

302.45

79.49�

54.47�

46.89�

78.65�

76.94�

76.94�

75.93�

70.39�

154.98�

91.49

87,600�

83,800�

82,200�

57,000�

81,000�

81,800�

92,800�

90,200�

97,800�

63,700

23,021,280�

15,090,704�

12,742,644�

14,820,000�

20,603,970�

20,805,830�

23,293,728�

20,991,344�

50,105,874�

19,266,065

北西4m、南西6m、角地�

北9m、南西6m、角地�

南西6ｍ�

南西6ｍ、路地状�

南東6ｍ�

南東6ｍ�

南東6m、南西6m、角地�

南東6ｍ�

北西16ｍ、北東12ｍ、角地�

北西6ｍ、南東12ｍ、二方路�

約5分�

約2分�

約2分�

約2分�

約10分�

約10分�

約6分�

約6分�

約2分�

約5分�

済�

済�

済�

済�

①から⑩は保留地番号です。�

公売保留地�

　本年7月より実施しております中部特定土地区画整理事業地内の宅地（保留地）公売について、9月
10日現在、4区画を売却することができました。ありがとうございました。 
　なお、未売却となっております6区画については、引き続き先着順で公売を実施しております。申込
期間 は、2月28日�までです。 
　詳細につきましては、下記担当までお問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。 

3　都市整備課区画整理管理係9２４４３�
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